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建築基準法の防火規制の基本的な考え方

○ 建築基準法では 災害の発生や規制の実績等を踏まえた建築物の防火に関する規制（防火規制）を定め 消防法とも相○ 建築基準法では、災害の発生や規制の実績等を踏まえた建築物の防火に関する規制（防火規制）を定め、消防法とも相
まって、建築物の火災から人命、財産の保護を図っている。

○ 具体的には、主に火災発生時における在館者の避難安全の確保や建築物の火災による倒壊等の周囲への危険防止、市
街地火災対策などの複眼的な観点から、講ずべき措置を規定。

建築物の火災から人命、財産を保護

【主な基準内容（講ずべき措置）】
建築基準法消防法

（火災の進展）
【主な観点】

防火管理

注）以下は、建築基準法の防火規制の全体
像が把握できるよう、主な基準内容をそ
れぞれ主な観点毎に整理したものであり、
全てを網羅しているものではない。（以

A．主要構造部の制限 E．避難施設等の設置② 在館者の避難安全の確保

壁 柱 床 り 階段 係る制限

・警報設備
（自動火災報知設備等）

避難 備

消防の用に供する設備

Ⅰ.出火

災 拡

防火管理

① 頻繁な出火の防止
D．内装材料の制限

⇒ 内装に用いる材料に係る制限（火気使用室）

下の頁において同様。）

D 内装材料の制限

C．防火区画の設置

⇒ 壁、柱、床、はり、階段に係る制限

⇒ 区画の設置

⇒ 避難や消防活動のための
設備等の設置

・火災の拡大防止による
通常の避難安全の確保

・在館者が逃げ遅れた際
の救助活動の確保

・消火設備
（スプリンクラー設備等）

・避難設備
（誘導灯・誘導標識等）

消防活動

Ⅱ.火災の拡大

③ 周囲への危険防止

D．内装材料の制限

⇒ 内装に用いる材料に係る制限

・倒壊、大量の輻射・火
の粉による周囲への加

・消火活動

・救助活動

消防活動

Ⅲ.周囲への延焼

A．主要構造部の制限

⇒ 壁、柱、床、はり、屋根に係る制限

E．避難施設等の設置

⇒ 消防活動のための設備等

④ 市街地火災対策

の粉による周囲への加
害防止

Ⅳ.市街地火災

A．主要構造部の制限

C．防火区画の設置

⇒ 区画の設置（面積区画）

の設置

B．延焼のおそれのある部分等の制限

⇒ 屋根、一定の外壁、軒裏に係る制限

・市街地での周囲からの
受害防止（及び加害防
止）

※大地震後の火災発生時などを想定

要構造部 制限

⇒ 壁、柱、床、はり、屋根に係る制限
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Ａ．主要構造部の制限（建築物の「用途」に応じた規制）

○ 建築物の用途上の特殊性（避難困難性や火災の際の周囲への危険性）に応じ 一般の建築物と区分して「特殊建築○ 建築物の用途上の特殊性（避難困難性や火災の際の周囲への危険性）に応じ、 般の建築物と区分して「特殊建築
物」との区分を設けた上で、一定規模以上の建築物について階数及び当該用途の床面積に応じ、耐火建築物又は準
耐火建築物とすることを義務付け。

用途に応じた規制（法第27条）

○ 主に避難困難性が大きい用途（下表①～④） ： ３階以上に当該用途部分を有する場合
←避難・救助活動が困難となるおそれが大きい場合

特に不特定多数が同一場所に集中して利用する用途（下表①④）で一定床面積以上の場合
避難が困難となるお れが大き 場合

＜耐火建築物とする建築物の考え方＞

←避難が困難となるおそれが大きい場合
○ 主に周囲への危険性が大きい用途（下表⑤⑥） ： ３階以上に当該用途部分を有する場合

←火災による倒壊等のおそれが大きい場合
＜準耐火建築物とする建築物の考え方＞

○ 耐火建築物に準じた考え方により、各用途の避難困難性や火災の際の周囲への危険性に鑑みた規模に応じ、準耐火建築物とすることを義務付け。

用 途
耐火建築物 準耐火建築物

当該用途に供する階 当該用途の床面積合計 当該用途の床面積合計

①劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集
会場 200㎡以上 客席床面積
会場

３階以上の階

以上

②病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住
宅、寄宿舎、児童福祉施設等（※） 300㎡以上

③学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ス
ポーツの練習場等 2,000㎡以上

２階の病室部分
等の床面積合計

④百貨店、マーケット、展示場、カフェー、飲食
店、物品販売業を営む店舗等 3,000㎡以上 500㎡以上

⑤自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ
等

150㎡以上

２階部分の
床面積合計

⑥倉庫 200㎡以上 1,500㎡以上
３階以上の
部分に限る

※ 防火地域以外の区域内の、３階建ての下宿、共同住宅又は寄宿舎は、一定の基準（①１時間準耐火構造、②避難上有効なバル
コニー等、③３階の各宿泊室等の外壁面に道等に面した窓等の開口部、④周囲に幅員３ｍ以上の通路、⑤３階の各宿泊室等の外
壁の開口部等に防火設備）を満たす準耐火建築物とすることができる。 2



Ａ．主要構造部の制限（建築物の「規模」「立地」に応じた規制）

○ 特殊建築物以外の建築物であっても 大規模な木造建築物等については火災の際の周囲への危険性が大きいことから○ 特殊建築物以外の建築物であっても、大規模な木造建築物等については火災の際の周囲への危険性が大きいことから、
一定規模以上の建築物について、高さ又は軒高及び延べ面積に応じ、耐火構造又は準耐火構造とすることを義務付け。

○ また、防火地域又は準防火地域内においては、市街地における火災の危険性が大きいことから、一定規模以上の建築
物について、階数及び延べ面積に応じ、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを義務付け。

規模に応じた規制（法第21条）

＜防火地域内の制限の考え方＞

立地に応じた規制（法第61条、62条）

○ 大地震後の放任火災で周囲に市街地火災が発生した場合の延焼の遮
断や 大地震後の放任火災における市街地火災の発生の防止のため

＜高さ又は軒高に応じた制限の考え方＞

○ 高さ13m又は軒高９mを超える木造建築物等は、火災により倒壊した場
合に周囲への影響が大きいことから、主要構造部を耐火構造とすること

＜準防火地域内の制限の考え方＞

断や、大地震後の放任火災における市街地火災の発生の防止のため、
原則としてすべての建築物を耐火建築物とすることを義務付け。

○ ただし、小規模な建築物（２階建て以下かつ100㎡以下）については、準
耐火建築物とすれば足りることとしている。

＜延べ面積に応じた制限の考え方＞

合に周囲 の影響が大き とから、主要構造部を耐火構造とする と
を義務付け。

○ ただし、３階建て以下については、一定時間までは耐火構造に準ずる
性能を有する１時間準耐火構造等とすることで、高さ13m又は軒高９m
を超える木造建築物等も可能としている。

延べ面積 防火地域内 制限 準防火地域内 制限

○ 大地震後の放任火災で市街地火災が発生した場合に広域避難に支障
を及ぼさないよう延焼速度を抑制するため、建築物の規模に応じて制限。

○ 一般的な木造住宅（２階建て以下の１戸建て住宅等）については、許容。

＜延 面積に応じた制限の考え方＞

○ 大規模な木造建築物等は、火災が発生した場合に最終的には大規模
な火災となることで周囲への影響が大きいことから、火災の規模を限定
するため、延べ面積が3,000㎡を超えるものは主要構造部を耐火構造と
することを義務付け。

高さ・軒高 階 数
延べ面積

3,000㎡以下 3,000㎡超

高さ13m超

４階以上 耐火構造

３階建て １時間準耐火構造等（※１）

階 数

防火地域内の制限 準防火地域内の制限

延べ面積 延べ面積

100㎡
以下

100㎡超
500㎡
以下

500㎡超
1,500㎡以下

1,500㎡
超

または

軒高９m超
耐火構造

２階建て １時間準耐火構造等
または

30分の加熱に耐える措置等（※２）１階建て

高さ13m以下
かつ その他

４階以上 耐火建築物

３階建て
一定の防火
措置（※）等

準耐火建築
物２階建て 準耐火建

築物
その他

１階建て

耐火建築物

軒高９m以下
そ 築物１階建て

※ ①隣地境界線等から１ｍ以内の外壁の開口部に防火設備、②外壁の開口部の面積は隣地
境界線等からの距離に応じた数値以下、③外壁を防火構造とし屋内側から燃え抜けが生じ
ない構造、④軒裏を防火構造、⑤柱・はりが一定以上の小径、又は防火上有効に被覆、⑥
床・床の直下の天井は燃え抜けが生じない構造、⑦屋根・屋根の直下の天井は燃え抜けが
生じない構造、⑧３階の室の部分とそれ以外の部分とを間仕切壁又は戸で区画

※１ ①主要構造部が１時間準耐火構造、②周囲に幅員３ｍ以上の通路
※２ ①柱・横架材への一定の品質の木材使用・柱脚部の緊結、②外壁・軒裏を防火構造とし、１

階・２階の床を一定の構造、③地階の主要構造部は耐火構造又は不燃材料、④火気使用室はそ
の他の部分と耐火構造・特定防火設備で区画、⑤各室・各通路の壁・天井の内装は難燃材料と
し、又はスプリンクラー設備等・排煙設備を設置、⑥柱・梁を接合する継手・仕口は一定の構
造方法、⑦一定の構造計算により通常の火災により容易に倒壊するおそれがないことを確認 3



Ａ．主要構造部の制限（耐火建築物、準耐火建築物とは）

耐火建築物（法第２条第九号の二）

○ 主要構造部（壁、柱、床、はり、屋根、階段）
⇒ 準耐火構造とすること。

（通常の火災による延焼を抑制注）するために必

○ 主要構造部（壁、柱、床、はり、屋根、階段）
⇒ 耐火構造とすること。

（通常の火災が終了するまでの間 建築物の倒

準耐火建築物（法第２条第九号の三）

（通常の火災による延焼を抑制注）するために必
要な構造とすること。）

注）消防活動と相まって延焼を防止する性能を求めており、
耐火構造と比べ、火災が終了するまでの性能は求めて

（通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒
壊及び延焼を防止するために必要な構造とする
こと。）

※個別の建築物について、告示に定められた耐火性能検
証法又は高度な検証法（大臣認定が必要）で検証する

いない。
証法 高度 検証法（ 認定 要） 検証す
方法も別途規定。

例：鉄筋コンクリート造 例：木造

○ 耐火性能を有する構造

・告示で定められた例示仕様

○ 準耐火性能を有する構造

・告示で定められた例示仕様

耐火構造 準耐火構造

告示で定められた例示仕様
・試験等により性能を確認した上で、国土交通大臣の

認定を受けたもの

告示で定められた例示仕様
・試験等により性能を確認した上で、国土交通大臣の

認定を受けたもの

耐火性能 準耐火性能

※耐火建築物、準耐火建築物ともに、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、加熱開始後20分間の遮炎性能を有する防火設備を設ける必要。

○ １時間の火熱に対する非損傷性、遮熱性、遮炎性 ○ 加熱開始後45分間の非損傷性、遮熱性、遮炎性
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Ｂ．延焼のおそれのある部分等の制限 Ｃ．防火区画の設置

○ 延焼のおそれのある部分等の制限○ 延焼のおそれのある部分等の制限
市街地における建築物相互の延焼を防止し、市街地における火災の危険性を抑制するため、建築物の屋根、外壁及び軒
裏で延焼のおそれのある部分について、防火構造等とすることを義務付け。

○ 防火区画の設置
急激な火災の拡大を抑制することで在館者の避難安全の確保を図るとともに 火災の規模をできる限り限定することにより

防火区画の設置（法第26条、第36条）

＜面積区画の考え方＞

急激な火災の拡大を抑制することで在館者の避難安全の確保を図るとともに、火災の規模をできる限り限定することにより
周囲への危険防止を図るため、床や壁等により防火上有効に区画することを義務付け。

耐火構造等の壁＜屋根の制限の考え方＞

延焼のおそれのある部分等の制限（法第22～25条、61～64条）

＜面積区画の考え方＞

○ 建築物内の延焼を局部的なものに止めるため、一
定の床面積ごとに床や壁、特定防火設備（加熱開
始後１時間の遮炎性能）で有効に区画。※１※２

○ 建築物の11階以上の部分は、小区画で区画。※１

耐火構造等の壁

定面積ごとに区画

居室 居室

＜屋根の制限の考え方＞

○ 防火地域、準防火地域又は特定行政庁が指定する区域（22条区域）内
では、周囲の建築物からの火の粉により屋根から延焼しないよう、屋根を
不燃材料で造るか又はふくこと等とすることを義務付け。※１ ※２

＜外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分の制限の考え方＞ 一定面積ごとに区画

○ 延焼や煙が建築物内の縦方向に連続する空間
を通って拡大しないようにするとともに、在館者が
階段により安全に地上に到達できるよう、吹抜け、
階段 昇降路 ダクトスペ ス等の縦方向の空間

＜たて穴区画の考え方＞

居室

居室

階
段
室

防火設備耐火構造等の壁○ 防火地域、準防火地域又は22条区域内では、周囲の建築物の火災に
よる輻射、接炎等により外壁及び軒裏から延焼しないよう、木造建築物等
の外壁及び軒裏で「延焼のおそれのある部分※３」を防火構造等とすること
を義務付け。※１ ※２

＜外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分の制限の考え方＞

耐火構造等の壁

階段、昇降路、ダクトスペース等の縦方向の空間
とその他の部分とを床や壁、遮煙性能を有する防
火設備で有効に区画。※１

○ 建築物は用途に応じて利用形態や空間形態が

居室

居室

＜異種用途区画の考え方＞

※２）上記の地域以外であ ても 1 000㎡を超える大規模な木造建築物等については 延焼によ

○ 防火地域又は準防火地域内では、周囲の建築物の火災による接炎等
により外壁の開口部から延焼しないよう、外壁の開口部で延焼のおそれ
のある部分に防火設備の設置を義務付け。

※１）主要構造部を耐火構造又は準耐火構造とした建築物は、これらの延焼防止性能を有する。

居室 倉庫等

耐火構造等の壁○ 建築物は用途に応じて利用形態や空間形態が
異なり、火災時には避難の遅れ等が生じる原因
ともなることから、異なった用途に延焼や煙が拡
大しないよう、特殊建築物用途とその他の用途な
どを床や壁、遮煙性能を有する特定防火設備等
で有効に区画。

※３）「延焼のおそれのある部分」とは隣地境界線等
から、１階は３m以下、２階以上は５m以下の距
離にある建築物の部分をいう。

※２）上記の地域以外であっても、1,000㎡を超える大規模な木造建築物等については、延焼によ
り火災が発生した場合の周囲への危険性が高いことから、立地に関わらず同様の措置を求
めている。

５m

隣地境界線等

で有効に区画。

３m ２階建

＜延焼のおそれのある部分＞

※１）区画を構成する床や壁等に接する外壁は、開口部を介して外部で区画から区画へ延焼する
おそれがあるため、その部分を含み幅90㎝以上の部分を準耐火構造とし、又は50㎝以上突
出した準耐火構造のひさし等を設ける。

※２）木造建築物等については、別途、1,000㎡以内ごとに自立する耐火構造の壁（防火壁）で有
効に区画することとしている。 5



Ｄ．内装材料の制限 Ｅ．避難施設等の設置

○ 内装材料の制限
頻繁な出火の防止を図るとともに、初期火災の成長を遅延させ、火災が拡大しても有害な煙・ガスの発生を少なくすること
で在館者の避難安全の確保を図るため、壁や天井に用いる内装材料を制限。

○ 避難施設等の設置
火災時の在館者の避難安全の確保のため、避難施設、排煙設備、非常用の照明装置の設置を義務付けるとともに、消防
隊の救助活動・消火活動の支援を通じた在館者の避難安全の確保・周囲への危険防止を図るため、非常用の進入口、非
常用エレベーターの設置を義務付け。

避難施設等の設置（法第34条、35条）内装材料の制限（法第35条の２）

＜避難施設（廊下、避難階段等）の設置の考え方＞

○ 在館者が居室から廊下、階段等を通じて最終的に屋外など安全な空間に
円滑に避難できるよう、特殊建築物等の規模等に応じて、廊下の幅を一定以
上とすることや居室からの歩行距離が一定以下となる直通階段の設置、二
以上の直通階段の設置 避難階段 特別避難階段の設置等を義務付け

＜内装材料の制限の考え方＞

○ 避難困難性が大きい建築物（特殊建築物、階数が３以上の建築物、
無窓居室を有する建築物、延べ面積が1,000㎡超の建築物）は、居室か
ら避難経路（廊下・階段等）を通じた地上へと、避難の方向に向かっ
て安全性を増加させる観点から、内装を以下の仕上げとする。（※無

以上の直通階段の設置、避難階段・特別避難階段の設置等を義務付け。

二以上の直通

一定幅以上の
廊下

居室 居室

居室 居室 居室 居室

階段２

付室

付室 一定以下の歩
行距離

特別避難階段

て安全性を増加させる観点から、内装を以下の仕上げとする。（※無
窓居室を除き学校は適用除外）
・居室の壁及び天井 ：難燃材料

*1）３階以上の階に居室を有する特殊建築物の当該各用途に供
する居室の天井は、準不燃材料

*2）無窓居室の壁及び天井は、準不燃材料

○ 火災時に発生する煙やガスを有効に屋外へ排出し、在館者が安全に避難
できるよう 特殊建築物等の規模等に応じて 排煙設備の設置を義務付け

＜排煙設備、非常用の照明装置の設置の考え方＞※学校は適用除外

二以上の直通
階段の設置

居室 居室 居室 居室

階段１

特別避難階段
の設置

2）無窓居室の壁及び天井は、準不燃材料
・避難経路の壁及び天井：準不燃材料

○ 出火危険性の大きい火気使用室は、頻繁な出火を防止する観点等か
ら、壁及び天井の内装を準不燃材料とする。

材料の種類 要求時間 例※ できるよう、特殊建築物等の規模等に応じて、排煙設備の設置を義務付け。
○ 火災時の停電の際にも在館者の円滑な避難を可能とするため、特殊建築

物等の居室や避難経路等に非常用の照明装置の設置を義務付け。

＜非常用の進入口、非常用エレベーターの設置の考え方＞

○ 消防隊の屋外からの進入経路を確保することにより円滑な救助活動・消

材料の種類 要求時間 例

不燃材料 20分
コンクリート、れんが、瓦、繊維強化セメント板、金属板、
ガラス、モルタル、厚さ12㎜以上のせっこうボード 等

準不燃材料 10分
不燃材料、厚さ９㎜以上のせっこうボード、厚さ15㎜以
上の木毛セメント板

※

＞
＞

○ 消防隊の屋外からの進入経路を確保することにより円滑な救助活動・消
火活動に資するため、建築物の高さ31ｍ以下の部分の３階以上の階に非
常用の進入口の設置を義務付け。

○ 高さ31mを超える建築物における消防隊の円滑な救助活動・消火活動に
資するため、非常用エレベーターの設置を義務付け。

難燃材料 ５分
準不燃材料、厚さ5.5㎜以上の難燃合板、厚さ７㎜以上
のせっこうボード

※加熱開始後当該時間、①燃焼しない、②防火上有害な損傷を生じない、③避難上有
害な煙・ｶﾞｽを発生しないことを求めている。

＞
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建築基準法の防火規制の経緯

○ 防火規制は戦前からも行われており、昭和25年に制定された建築基準法では、大規模木造建築物の火災による多数の犠

＜近年における市街地火災の例＞

大規模な火災多発 昭和34年 建築基準法の 部改正

＜災害の発生等に応じた改正＞

○ 防火規制は戦前からも行われており、昭和25年に制定された建築基準法では、大規模木造建築物の火災による多数の犠
牲者や市街地火災の経験を踏まえ規制を強化しており、以降も、災害の発生等に応じた建築基準法の改正によりさらなる
規制の強化が行われてきた。

大規模な火災多発 昭和34年 建築基準法の一部改正

バー、キャバレー等の火災の増加 昭和36年 建築基準法/法施行令の一部改正

昭和31年 神田共立講堂火災（東京都千代田区）
昭和32年 明治座火災（東京都中央区）
昭和33年 東京宝塚劇場火災（東京都千代田区）、死者３名

○ 内装材料の制限の創設（法第35条の２）
○ 簡易耐火建築物の創設（法第２条）

○ 特殊建築物用途の追加（法第27条）
○ 内装材料の制限の適用対象範囲の拡大（令５章の２）

酒田大火（昭和51年）

耐火建築物の火災多発（酸欠、ｶﾞｽ中毒多し） 昭和44年 建築基準法施行令の一部改正

旅館、ホテル火災多発 昭和45年 建築基準法の一部改正

昭和41年 川崎市金井ビル火災（神奈川県川崎市）、死者12名
昭和43年 有楽サウナ火災（東京都千代田区）、死者３名

国際劇場火災（東京都台東区）、死者３名

○ 区画貫通部の措置（令第129条の２）
○ 大規模建築物の防火避難規定強化

・ たて穴区画の創設（令第112条）
・ 内装材料の制限の強化（令５章の２）

昭和41年 菊富士ホテル火災（群馬県水上温泉）、死者30名 ○ 非常用のエレベーター（法第34条）

史上最大のビル火災 昭和48年 建築基準法施行令の一部改正

昭和 年 菊富 ホテ 火災（群馬県水 温泉）、死者 名
昭和43年 池ノ坊満月城火災（兵庫県神戸市）、死者30名
昭和44年 磐光ホテル火災（福島県常磐熱海温泉）、死者30名

○ 非常用 タ （法第 条）
○ 避難、消火関連基準の整備（法第35条）

・ 排煙設備（令第126条の２）
・ 非常用の照明装置（令第126条の４）
・ 非常用の進入口（令第126条の６）

昭和47年 千日デパート火災（大阪府大阪市）、死者118名 ○ 常時閉鎖式防火戸の規定（令第112条）
○ 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰの基準整備（令第112条）
○ ２以上の直通階段の適用拡大（令第121条）

阪神・淡路大震災（平成７年）

増築等の工事中の火災多発 昭和51年 建築基準法の一部改正

○ ２以上の直通階段の適用拡大（令第121条）
○ 内装材料の制限の強化（３階以上居室の天井）（令第129条）

昭和48年 西武高槻ショッピングセンター火災（大阪府高槻市）、
死者６名
大洋デパート火災（熊本県熊本市）、死者100名

○ 工事中の建築物に関する防火・防災規定の整備強化（法
第７条の３）
・ 検査済証交付前の使用制限等

○ 一方で 木造住宅について 材料や部材の試験結果を積み重ねた上で 実大火災実験により得られた科学的知見等に基

昭和62年改正 ： 昭和59年９月の実大火災実験等の知見に基づき、準防火地域で一定の基準を満たす
木造３階建て戸建住宅を可能とした。

づ

○ 一方で、木造住宅について、材料や部材の試験結果を積み重ねた上で、実大火災実験により得られた科学的知見等に基
づき技術的に在館者の避難安全の確保や周囲への危険防止等が確認できたものについて、昭和62年以降、順次合理化。

平成４年改正 ： 平成３年12月の実大火災実験等の知見に基づき、防火地域･準防火地域外で一定の
基準を満たす木造３階建て共同住宅を可能とした。

平成10年改正 ： 平成８年３月の実大火災実験等の知見に基づき、準防火地域で一定の基準を満たす
木造３階建て共同住宅を可能とした。 平成8年の実大火災実

験の火災最盛期の様子 7



今後の検討について

現状

○ 現行の建築基準法は性能規定化が一部の規定に留まっており、耐火建築物に求められる性能等は明らかに
なっているが、建築基準法の目的に鑑みた最低基準として建築物に要求される本来的な性能（例：在館者の避
難安全の確保や周囲への危険防止に係る性能等）が法令上明記されていない。

現状

建築物に要求される性能 ： 明記されていない

＜不十分な性能規定化の例＞

耐火建築物とすべき建築物： 特殊建築物（劇場、病院、学校 等）のうち一定規模以上のもの

主要構造部が耐火構造であること

仕様的に規定

主要構造部が以下に掲げる性能に関する技術的基準に適合すること
・屋内において発生が予測される火災による加熱に当該火災が終了するまで耐えること。
・建築物の周囲において発生する通常の火災による加熱に当該火災が終了するまで耐えること。

or

性能を明示し
て規定

個別の建築物の性能を告示に定められた耐火性能検証法で検証

個別の建築物の性能を高度な検証法で検証して大臣認定

or

て規定

今後検討すべき事項

個別の建築物の性能を高度な検証法で検証して大臣認定

○ 建築物に最低基準として求められる防火上の性能を検討した上で、木造３階建て学校に求められる性能を具体
的に検討。
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参考①：木造３階建て学校に係る実大火災実験等

１．目的

○ 現行の建築基準法で耐火建築物とすることを義務付けている３階建ての学校について、一定の仕様等を満たした場合は準
耐火建築物とすることが可能となるよう、平成23年度より、実大火災実験による木造３階建ての学校の検証等を行う。

２．全体計画

○ 平成23年度 基準化に向けた基礎的な知見を得るため 実大火災実験（予備実験）等を実施○ 平成23年度 ： 基準化に向けた基礎的な知見を得るため、実大火災実験（予備実験）等を実施。
○ 平成24、25年度 ： 基準化を想定した仕様の火災安全性を検証するための実大火災実験、実験結果を踏まえた避難安全に

係るシミュレーションや要素実験等を実施。
⇒ これらの結果を踏まえ、必要な規制の見直しを検討。

３．平成23年度実大火災実験（予備実験）

○ 平成23年度の実大火災実験（予備実験）では、基準化に向けた基礎的な知見を得ることを目的とした試験体建物の仕様と
実験条件によって木造３階建て学校の実大火災実験を実施し、建築物内部の火災の拡大性状や煙の流動性状、建築物周
囲への火災による影響、長時間火災が継続した場合の建築物の構造躯体への影響 を計測した。

＜試験体建物の仕様、実験条件＞＜試験体建物の概要：軸組工法と枠組壁工法を組み合わせた仕様＞

○試験体建物の概要（木造３階建て学校）
・建築面積 ：約830㎡、延べ面積：約2,260㎡
・構造 ：１時間準耐火構造
内装仕上げ：１階内部は全面木質仕上げ注）防火壁 ・内装仕上げ：１階内部は全面木質仕上げ注）

・外部仕上げ：窯業系サイディング
・平面計画 ：普通教室（２～３階）はｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟで、その他、

職員室や特別教室を想定した室を配置。
・収納可燃物：避難安全検証法の告示又は実態調査に基づ

いた家具等の発熱量相当のスギ材を配置。

防火壁

出火室

いた家具等の発熱量相当のスギ材を配置。
・防火壁 ：軸組工法部分の桁行き方向の１教室分を自

立する防火壁（耐火構造(１時間)）でその他の
部分と区画。

注）現行の建築基準法では、学校への内装材料の制限はなし。
（排煙設備や非常用照明装置の設置義務もなし。）

枠組壁工法部分
（Ｂブロック）

軸組工法部分 （排煙設備 非常用照明装置 設置義務もな 。）

○実験条件
・初期の火源はある程度大きく想定。
・実際の火災では通常期待されることとなる消火活動は実施

せず、試験体建物の倒壊まで火災を放置。

軸組 法部分
（Ａブロック）
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平成23年度実大火災実験（予備実験）の計測結果

参考②：平成23年度実大火災実験（予備実験）の計測結果

：延焼経路
平成23年度実大火災実験（予備実験）の計測結果

１．建築物内部の火災の拡大性状
１）出火室は、点火後約２分50秒で開口から火炎が噴出し、点火後約

５分20秒で室内全体に延焼拡大した

：延焼経路

５分20秒で室内全体に延焼拡大した。
２）出火階から比較的火災の初期の段階（２階は点火後約３分30秒、

３階は点火後約６分20秒）で上階延焼が外部開口を通じて起きた。
３）出火室から西端にある１階図書コーナーへは点火後約21分30秒

に延焼した。
４）防火壁を通じた延焼が１階で点火後約18分に起き、防火壁に設け

た防火戸が、火災初期の室内の圧力上昇により開いた。

２．建築物内部の煙の流動性状
１）出火室では点火後約２分40 秒で 出火室に近い１階廊下では点１）出火室では点火後約２分40 秒で、出火室に近い１階廊下では点

火後約５分40秒で床まで煙層が降下した。
２）出火室直上の教室の一部で延焼前に煙が侵入した。

３ 建築物周囲への火災による影響３．建築物周囲への火災による影響
１）火災の進展に伴い建築物周辺へ及ぼす熱の強さを評価するデー

タが得られた。
２）火の粉の飛散状況が確認できた。
３）点火後約30分で軸組工法部分（防火壁より東を除く）の屋根が燃

え抜け、点火後約45分で枠組壁工法部分の屋根が燃え抜けた。

４．長時間の火災が継続した場合の建築物の構造躯体への影響
１）点火後約72分で軸組工法部分（防火壁より東を除く）が倒壊し、点

火後約95分に枠組壁工法部分が倒壊した 点火後約96分に防火火後約95分に枠組壁工法部分が倒壊した。点火後約96分に防火
壁が倒壊し、点火後約122分で軸組工法部分（防火壁より東）が倒
壊した。

延焼順序と点火から延焼までの時間（例：①02:08）
（点火から延焼までの時間は温度が450℃に達した時間をもとにし、[ ]内に目視等により延焼が確認出来た時間を記載）
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参考③：平成23年度実大火災実験（予備実験）の屋外の様子１

平成23年度実大火災実験（予備実験） 点火後10分毎の屋外の様子（点火～60分） 11



参考④：平成23年度実大火災実験（予備実験）の屋外の様子２

平成23年度実大火災実験（予備実験） 点火後10分毎の屋外の様子（70分以降） 12



参考⑤：平成23年度実大火災実験（予備実験）の屋内の様子

平成23年度実大火災実験（予備実験） 屋内の様子 13
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